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業界 観察

改正「中国独占禁止法」が2022
年8月1日から施行

2 0 2 2 年 6 月 2 4 日 、 中 国 の 第 1 3 期 全 国 人

民 代 表 大 会 （ 全 人 代 ） 常 務 委 員 会 第 3 5 回 会

議 は 独 占 禁 止 法 の 改 正 に 関 す る 決 定 を 可議 は 独 占 禁 止 法 の 改 正 に 関 す る 決 定 を 可

決 し た 。 改 正 独 禁 法 は 8 月 1 日 か ら 施 行 さ れ

る 。 同 法 の 改 正 は 、 2 0 0 8 年 8 月 の 施 行 以 来

初 と な り 、 公 平 な 競 争 と 、 統 一 的 ・ 開 放 的 で

秩 序 あ る 競 争 の 行 わ れ る 市 場 シ ス テ ム を 維

持 す る こ と を 目 的 と し て い る 。 今 回 の 改 正 決

定 は 全 部 で 2 5 条 に 関 わ り 、 独 占 禁 止 関 連 の

制 度 ・ 規 則 を さ ら に 整 備 し た も の で あ る 。

独 占 協 定 に つ い て は 、 下 記 3 点 の 改 正 が

行 わ れ て い る 。 第 一 に 、 垂 直 的 独 占 協 定 の

認 定 規 則 を 整 備 し 、 事 業 者 と 取 引 相 手 と の

間 で 締 結 さ れ た 垂 直 的 独 占 協 定 に つ い て 、

事 業 者 が 競 争 排 除 、 競 争 制 限 の 効 果 が な い

こ と を 証 明 で き れ ば 禁 止 し な い と す る 第こ と を 証 明 で き れ ば 、 禁 止 し な い と す る 。 第

二 に 、 独 占 協 定 セ ー フ ハ ー バ ー ル ー ル が 追

加 さ れ 、 事 業 者 と 取 引 相 手 と の 間 で 締 結 さ

れ た 垂 直 的 独 占 協 定 に つ い て 、 事 業 者 の 市

場 シ ェ ア が 規 定 の 基 準 を 下 回 り 、 か つ そ の

他 の 関 連 条 件 に 符 合 す る 場 合 、 禁 止 し な い

と す る 。 第 三 に 、 事 業 者 は 他 の 事 業 者 を 組

織 し て 独 占 協 定 を 締 結 さ せ 、 又 は 他 の 事 業

者 が 独 占 協 定 を 締 結 す る た め に 実 質 的 な 援

助 を 提 供 し て は な ら な い と の 規 定 を 追 加 し た 。

事 業 者 集 中 に つ い て は 、 第 一 に 、 申 告 基

準 に 達 し て い な い 事 業 者 集 中 に 対 す る 調 査 、

処 理 手 続 を 完 備 す る 。 申 告 基 準 に 達 し て い

な い 場 合 で も 、 競 争 排 除 ・ 競 争 制 限 の 効 果

を 持 つ か 、 あ る い は そ の 可 能 性 が あ る と 証

明 す る 証 拠 が あ る 場 合 、 国 務 院 独 占 禁 止 法

執 行 機 関 は 事 業 者 に 申 告 を 要 求 す る こ と が
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で き る 。 事 業 者 が 申 告 し な い 場 合 、 法 に よ り

調 査 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 第 二 に 、 事

業 者 集 中 の 審 査 業 務 の 必 要 性 に 基 づ き 、 審

査 期 間 の 「 中 止 」 制 度 を 追 加 し た 。 第 三 に 、

国 務 院 独 占 禁 止 法 執 行 機 関 は 事 業 者 集 中

の 分 類 、 分 級 審 査 制 度 を 整 備 し 、 法 に よ りの 分 類 、 分 級 審 査 制 度 を 整 備 し 、 法 に よ り

経 済 や 民 生 生 活 等 に 関 す る 重 要 分 野 に お け

る 審 査 を 強 化 し 、 審 査 の 質 と 効 率 を 高 め な

け れ ば な ら な い と 規 定 し た 。

情 報 元 ： 新 華 網

2022 年 7 月 1 日 か ら の 塩 基 配 列2022 年 7 月 1 日 か ら の 塩 基 配 列
又 は ア ミ ノ 酸 配 列 の 提 出 は 、
WIPO の ST . 2 6 標 準 を 満 た す べ
き

世 界 知 的 所 有 権 機 関 （ W I P O ） の 関 連 決 議

に よ れ ば 、 2 0 2 2 年 7 月 1 日 か ら 中 国 国 家 知に よ れ ば 、 2 0 2 2 年 7 月 1 日 か ら 中 国 国 家 知

的 財 産 権 局 に 提 出 す る 国 内 特 許 出 願 及 び

P C T 国 際 出 願 に お い て 、 特 許 出 願 書 類 に 配

列 表 が 含 ま れ て い る 場 合 、 当 該 配 列 表 の

X M L 形 式 の 電 子 デ ー タ は W I P O の S T . 2 6 標

準 求 に 準 拠 し な け れ ば な ら な い 。

国 内 特 許 出 願 を 電 子 形 式 で 行 う 場 合 は 、

明 細 書 の 追 加 手 数 料 を 算 定 す る た め に 、

P D F 形 式 の 配 列 表 デ ー タ も 同 時 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。

W I P O の S T . 2 6 標 準 の 実 施 に 関 す る 詳 細

に つ い て は 、 h t t p s : / / w w w . w i p o . i n

t / s t a n d a r d s / e n / s e q u e n c e / f a q . h t m l を

参 く だ さ参 照 し て く だ さ い 。

情 報 元 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局
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2022年6月15日から登録手続を
行う特許出願の印紙税を廃止

2 0 2 2 年 7 月 1 日 か ら 施 行 さ れ た 『 中 華 人

民 共 和 国 印 紙 税 法 』 に 基 づ き 、 印 紙 税 の 徴

収 範 囲 に 「 権 利 / 許 可 証 」 は 含 ま れ な い 中収 範 囲 に 「 権 利 / 許 可 証 」 は 含 ま れ な い 。 中

国 国 家 知 識 産 権 局 は 2 0 2 2 年 7 月 1 日 （ 当 日

を 含 む ） よ り 、 特 許 証 書 及 び 集 積 回 路 配 置

図 設 計 登 記 証 書 の 印 紙 税 に 係 る 代 理 徴 収

業 務 を 終 了 す る 。

納 付 期 限 が 2 0 2 2 年 6 月 1 5 日 （ 当 日 を 含

む ） 以 降 で あ り 、 そ の 証 書 発 行 日 が 2 0 2 2 年む ） 以 降 で あ り 、 そ の 証 書 発 行 日 が 2 0 2 2 年

7 月 1 日 よ り 遅 く な る 場 合 、 印 紙 税 を 納 付 す

る 必 要 は な い 。

情 報 元 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局

中 国 国 家 発 展 改 革 委 員 会 が 意
匠 特 許 年 金 個 別 指 定 料 金 の 基匠 特 許 年 金 、 個 別 指 定 料 金 の 基
準を公布

中 国 国 家 知 識 産 権 局 、 中 国 国 家 発 展 改 革

委 員 会 及 び 財 政 部 は 、 『 意 匠 特 許 年 金 、 個

別 指 定 料 金 の 基 準 に 関 す る 問 題 の 通 知 』 に

関 す る 通 知 （ 〔 2 0 2 2 〕 4 6 5 号 ） を 公 布 し た 。関 す る 通 知 （ 〔 2 0 2 2 〕 4 6 5 号 ） を 公 布 し た 。

『 中 華 人 民 共 和 国 特 許 法 』 及 び 『 財 政 部

お よ び 中 国 国 家 発 展 改 革 委 員 会 に よ る 、 特

許 料 項 目 へ の 個 別 指 定 料 金 の 追 加 に 関 す

る 事 項 の 通 知 に つ い て 』 （ 財 税 [ 2 0 2 2 ] 1 3

号 ） の 関 連 規 定 に 基 づ き 、 意 匠 権 の 存 続 期

間 を 1 0 年 か ら 1 5 年 に 延 長 し 、 中 国 進 入 を 指

定 す る 意 匠 の 国 際 出 願 及 び 国 際 登 録 の 更

新 に つ い て 、 関 連 出 願 人 は 個 別 指 定 料 金 を

納 付 し な け れ ば な ら な い 。 同 基 準 は 2 0 2 2 年

5 月 5 日 よ り 施 行 さ れ る こ と に な っ た 。
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（ 1 ） 意 匠 権 年 金 は 、 1 1 年 目 か ら 1 5 年 目 ま で

は 、 1 年 に つ き 3 , 0 0 0 元 と す る 。

（ 2 ） 個 別 指 定 料 金 は 、 第 1 期 （ 1 ～ 5 年 ） が

4 , 1 0 0 元 、 第 2 期 （ 6 ～ 1 0 年 ） が 7 , 6 0 0 元 、 第

3 期 （ 1 1 ～ 1 5 年 ） が 1 5 , 0 0 0 元 と す る 。

前 記 庁 費 用 基 準 に 規 定 さ れ た 第 1 期 の 個前 記 庁 費 用 基 準 に 規 定 さ れ た 第 1 期 の 個

別 指 定 料 金 （ 即 ち 、 国 際 意 匠 出 願 時 に 納 付

し な け れ ば な ら な い 中 国 に 対 す る 個 別 指 定

料 ） は 、 一 般 の 中 国 国 家 意 匠 特 許 の 出 願 料

C N Y 5 0 0 に 第 1 - 5 年 の 年 金 C N Y 3 6 0 0 を 加

え た 合 計 に 相 当 し 、 第 2 期 及 び 第 3 期 の 個 別

指 定 料 金 （ 即 ち 、 国 際 意 匠 特 許 の 第 1 回 及

び 第 2 回 更 新 時 の 中 国 に 対 す る 個 別 指 定

料 ） は 、 そ れ ぞ れ 一 般 の 中 国 意 匠 特 許 の 第

6 - 1 0 年 、 第 1 1 - 1 5 年 の 年 金 の 合 計 に 相 当

す る 。

情 報 元 ： 中 国 国 家 発 展 改 革 委 員 会

中 国 国 家 知 識 産 権 局 PPH 請
求データ統計

2 0 2 1 年 1 2 月 ま で 、 中 国 国 家 知 識 産

権 局 は 2 9 の 国 又 は 地 域 の 特 許 局 と 特 許 審審

査 ハ イ ウ ェ イ ( Ｐ Ｐ Ｈ ) 試 行 プ ロ ジ ェ ク ト を

開 始 し た 。 こ れ ら の 国 と 地 域 と は 、 ア メ リ カ 、

ド イ ツ 、 ロ シ ア 、 デ ン マ ー ク 、 メ キ シ コ 、 オ ー

ス ト リ ア 、 韓 国 、 ポ ー ラ ン ド 、 カ ナ ダ 、 シ ン ガ

ポ ー ル 、 ポ ル ト ガ ル 、 ス ペ イ ン 、 イ ギ リ ス 、 ス

ウ ェ ー デ ン 、 イ ス ラ エ ル 、 ハ ン ガ リ ー 、 エ ジ

ププ ト 、 チ リ 、 チ ェ コ 、 ユ ー ラ シ ア 特 許 庁 、 マ

レ ー シ ア 、 ア イ ス ラ ン ド 、 ア ル ゼ ン チ ン 、 日 本 、

I P 5 ( 中 国 国 家 知 識 産 権 局 、 欧 州 特 許 庁 、 日

本 特 許 庁 、 韓 国 特 許 庁 、 米 国 特 許 商 標 庁 ) 、
泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌
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ノ ル ウ ェ ー 、 サ ウ ジ 、 フ ィ ン ラ ン ド 、 ブ ラ ジ ル

で あ る 。

中 国 国 家 知 識 産 権 局 が 提 供 し た P P H

統 計 デ ー タ に よ る と 、 2 0 1 1 年 か ら 2 0 2

1 年 1 2 月 末 ま で に 、 中 国 国 家 知 識 産 権 局

は 合 計 4 8 8 8 4 件 の P P H 請 求 を 受 けは 合 計 4 8 , 8 8 4 件 の P P H 請 求 を 受 け

た 。 そ の う ち 、 出 願 人 が 日 本 特 許 庁 の 業 務

結 果 を 使 用 し て い る も の は 、 全 部 で 1 9 ,

6 0 2 件 、 米 国 特 許 商 標 庁 の 業 務 結 果 を 使

用 し た も の は 合 計 1 7 , 6 7 7 件 、 欧 州 特 許

庁 の 業 務 結 果 を 使 用 し た も の は 合 計 6 ,

8 5 2 件 、 韓 国 特 許 庁 の 業 務 結 果 を 使 用 し た

も の は 合 計 2 , 9 4 5 件 、 ド イ ツ 特 許 商 標 庁

の 業 務 結 果 を 使 用 し た も の は 合 計 4 6 9 件 、

英 国 知 的 財 産 庁 の 業 務 結 果 を 使 用 し た も の

は 合 計 ２ ９ 0 件 で あ る 。

中 国 国 家 知 識 産 権 局 に P P H 請 求 を し て

か ら 第 1 回 目 の 審 査 意 見 が 出 さ れ る ま で に

均 月 か か り 権 利 付 与 は 却 ま平 均 1 . 6 ヶ 月 か か り 、 権 利 付 与 又 は 却 下 ま

で に 平 均 1 0 . 7 ヶ 月 か か り 、 平 均 1 回 の 審

査 意 見 が 出 さ れ た 。

各 国 の 国 家 特 許 局 が 提 供 し た P P H デ ー

タ に 基 づ い て 統 計 す る と 、 中 国 国 家 知 識 産

権 局 の 業 務 結 果 を 用 い て P P H 請 求 を し た

も の は 合 計 1 2 3 0 6 件 で あ る そ の う ちも の は 合 計 1 2 , 3 0 6 件 で あ る 。 そ の う ち 、

米 国 特 許 商 標 庁 へ の P P H 請 求 が 7 ,

5 5 3 件 、 欧 州 特 許 庁 へ の P P H 請 求 が 1 ，

1 1 6 件 、 日 本 特 許 庁 へ の P P H 請 求 が

1 0 9 8 件 、 韓 国 特 許 庁 へ の P P H 請 求 が

9 4 4 件 、 そ の 他 が カ ナ ダ 3 5 7 件 、 ロ シ ア 3 1 2

件 、 ブ ラ ジ ル 2 1 3 件 等 で あ る 。

情 報 元 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局 ／

日 本 特 許 庁 ホ ー ム ペ ー ジ
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2021 年 世 界 5 大 特 許 庁 が 受 け 付
けた特許出願の統計

世 界 の 5 大 特 許 庁 で あ る 中 国 国 家 知 識 産

権 局 ( C N I P A ) 、 欧 州 特 許 庁 ( E P

O ) 、 日 本 特 許 庁 ( J P O ) 、 韓 国 特 許 庁O ) 、 日 本 特 許 庁 ( J P O ) 、 韓 国 特 許 庁

( K I P O ) 、 米 国 特 許 商 標 庁 ( U S P T

O ) の 統 計 に よ る と 、 2 0 2 1 年 は 新 型 コ

ロ ナ ウ イ ル ス の 影 響 が 続 い て い る も の の 、

世 界 主 要 な 特 許 庁 の 特 許 出 願 件 数 が 増 加

に 回 復 し て い る 。 注 目 す べ き な の は 、 欧 州

特 許 庁 の 出 願 件 数 は 前 年 よ り 4 . 6 % 増 加 し 、

こ れ ま で の 最 高 レ ベ ル に 達 し た こ と で あ る 。

そ の う ち 、 中 国 か ら の 出 願 件 数 は 前 年 よ り

2 4 . 1 % 増 加 し 、 再 び 中 国 の 欧 州 特 許 庁 に お

け る 出 願 件 数 の 最 高 記 録 を 更 新 し た 。 2 0 2 1

年 中 国 の 年 度 特 許 出 願 件 数 は 1 , 5 8 5 , 6 6 3

件 で あ り 、 2 0 2 0 年 全 年 よ り 5 . 9 % 増 加 し た 。

2 0 2 1 年 5 大 特 許 局 が 受 け 付 け た 特 許 出 願 及 び

2 0 2 0 年 同 期 と の 比 較 統 計 デ ー タ

   出願人国籍

 

特許局 

 

中国 

 

 

欧州 

 

 

日本 

 

 

韓国 

 

 

米国 

 

 

その他 

 

合 計 

中国 

(CNIPA) 

1,427,845 

6.2% 

42,548 

5.0% 

47,010 

-1.8% 

17,691 

5.8% 

42,266 

11.6% 

8,303 

-11.2% 

1,585,663 

5.9% 

欧州 16,665 83,775 21,681 9,394 46,533 10,552 188,600 

(EPO) 24.1% 2.9% -0.7% 3.2% 5.1% 4.1% 4.6% 

日本 

(JPO) 

9,369 

11.5% 

20,895 

9.0% 

222,452 

-2.2% 

5,936 

0.9% 

24,999 

11.3% 

5,549 

6.5% 

289,200 

0.3% 

韓国 

(KIPO) 

6,294 

47.5% 

12,448 

8.7% 

14,165 

1.1% 

186,254 

3.2% 

15,512 

16.2% 

3,325 

4.1% 

237,998 

5.0% 

米国 

(USPTO) 

44,907 

8.2% 

88,886 

-4.6% 

76,275 

-3.7% 

37,197 

-2.0% 

283,331 

1.5% 

60,879 

-7.9% 

591,475 

-1.0% 

 

合 計 

1,505,080 

6.6% 

248,552 

1.1% 

381,583 

-2.2% 

256,472 

2.5% 

412,641 

3.9% 

88,608 

-5.7% 

2,892,936 

3.7% 

情 報 元 ： w w w . f i v e i p o f f i c e s . o r g
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専利出願書類の作成について
弁 理 士 劉 照 紅

専 利 出 願 書 類 は 、 発 明 創 造 の 専 利 出 願

人 が 法 に よ り 国 務 院 専 利 行 政 部 門 に 提 出 す

る 専 利 審 査 認 可 手 続 に 用 い る 書 類 で あ る 。

こ の 書 類 作 成 の 質 は 専 利 審 査 認 可 手 続 き

に 影 響 す る だ け で な く 、 専 利 権 の 安 定 性 に

も 関 わ り 、 後 続 の 侵 害 訴 訟 に お け る 専 利 保

護 範 囲 の 確 定 に も 影 響 を 及 ぼ す 。 し た が っ

て 、 専 利 出 願 書 類 の 質 は 専 利 の 権 利 化 と 保

護 に と っ て 極 め て 重 要 で あ る 。

総 じ て 言 え ば 、 専 利 出 願 書 類 の 作 成 に は 、

発 明 創 造 の 理 解 、 技 術 方 案 の 発 掘 、 ク レ ー

ム の 作 成 、 明 細 書 の 作 成 、 及 び 出 願 書 類 の

全 体 的 な 構 造 の 考 案 と い う ス テ ッ プ が 主 に

含 ま れ る 。 本 稿 で は 、 専 利 出 願 書 類 作 成 の

質 を 高 め る こ と に 焦 点 を 当 て 説 明 す る 。

( 一 ） 検 索 の 重 要 性( 一 ） 検 索 の 重 要 性

現 在 、 中 国 の 専 利 代 理 業 界 で は 、 技 術 内

容 に つ い て の 発 明 者 と の 意 思 疎 通 を 重 視 し 、

検 索 業 務 を 軽 視 す る 傾 向 が あ る 。 筆 者 は 、

検 索 作 業 は 出 願 書 類 作 成 の 過 程 で 重 要 な

役 割 を 果 た し て い る と 考 え て い る 。 専 利 出 願

フ ァ イ ル に は 豊 富 な 技 術 情 報 が 含 ま れ て お富 技 術 情 報 含

り 、 出 願 書 類 作 成 の 前 に 利 用 可 能 な デ ー タ

ベ ー ス に 基 づ い て 初 歩 的 な 検 索 作 業 を 行 う

こ と で 、 先 人 の 知 恵 を 合 理 的 に 参 考 に し 、 出

願 書 類 の 品 質 を 効 果 的 に 向 上 さ せ る こ と が

で き る 。 特 に 、 検 索 に は 次 の よ う な 重 要 な 役

割 が あ る ：

（ 1 ） デ ュ ー デ リ ジ ェ ン ス の 一 環 と し て 明 ら か

な 新 規 性 の 有 無 を 判 断 す る こ と で 、 出 願 人

に 不 必 要 な 損 害 を 与 え な い よ う に す る 。

（ 2 ） 先 行 技 術 に 対 し て 合 理 的 に 境 界 を 画 定
6
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し 、 「 余 分 な 指 定 」 を 避 け る 。

（ 3 ） 請 求 項 の 「 言 葉 遣 い 」 を 鑑 み て 、 そ の 精

髄 を 取 り 入 れ 、 書 類 作 成 の ス キ ル を 向 上 す

る 。

（ 4 ） 出 願 書 類 の 情 報 量 を 豊 富 に し 、 技 術 用

語 の 使 用 を 規 範 化 し 添 付 図 面 の 描 き 方 を語 の 使 用 を 規 範 化 し 、 添 付 図 面 の 描 き 方 を

合 理 的 に 参 考 し 、 出 願 書 類 の 品 質 を 向 上 さ

せ る 。

（ 二 ） 独 立 請 求 項 に は 、 技 術 的 問 題 を 解 決 す

る た め に 必 須 な 技 術 的 特 徴 の み を 記 載 し な

け れ ば な ら な い

独 立 請 求 項 を 作 成 す る 際 に は 発 明 の 基独 立 請 求 項 を 作 成 す る 際 に は 、 発 明 の 基

本 概 念 を 基 に 完 全 な 技 術 方 案 を で き る だ け

簡 潔 か つ 厳 密 な 言 葉 で 明 確 に 記 載 す る 必 要

が あ る 。 独 立 請 求 項 に は 、 技 術 的 問 題 を 解

決 す る た め に 必 須 な 技 術 的 特 徴 を 記 載 し な

け れ ば な ら な い が 、 技 術 的 問 題 を 解 決 す る

た め に 必 要 で な い 技 術 的 特 徴 の 導 入 は 避 け

る べ き で あ る 。 必 須 な 技 術 的 特 徴 が 欠 け て

い る と 、 出 願 書 類 が 『 専 利 法 実 施 細 則 』 第

2 0 条 第 2 項 の 規 定 に 合 致 し な く な る の に 対 し

て 、 必 須 で な い 余 分 の 技 術 特 徴 は 請 求 項 の

保 護 範 囲 を 狭 め る こ と に な る 。 し た が っ て 、

独 立 請 求 項 を 書 き あ げ た 後 、 そ の 中 の 各 特

徴 が 技 術 的 課 題 を 解 決 す る た め に 必 須 で あ徴 が 技 術 的 課 題 を 解 決 す る た め に 必 須 で あ

る か 否 か を 逐 一 判 断 す る 必 要 が あ り 、 も し そ

う で あ れ ば 留 保 し 、 そ う で な け れ ば 削 除 し 、

最 後 に 、 留 保 さ れ た す べ て の 特 徴 の 組 み 合

わ せ が 発 明 の 解 決 し よ う と す る 技 術 的 課 題

を 確 実 に 解 決 で き る か 否 か を 全 体 的 に 判 断

す る 必 要 が あ る 。 以 下 、 具 体 的 な 事 例 を 用

い て 、 独 立 請 求 項 に 技 術 的 課 題 を 解 決 す る

た め に 必 須 な 技 術 的 特 徴 の み を 記 載 す る こ

と を ど の よ う に 実 現 す る か を 説 明 す る 。
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事 例 1 ：

電 子 装 置 で あ っ て 、 草 案 と な っ て い る 独 立

請 求 項 1 は 、 次 の 通 り で あ る ：

デ ィ ス プ レ イ 、 電 源 ユ ニ ッ ト 、 再 生 待 ち の

音 声 ・ 映 像 情 報 を 処 理 す る た め の マ イ ク ロ プ

ロ セ ッ サ を 含 む 電 子 装 置 で あ っ て 、装

デ ィ ス プ レ イ と 電 源 ユ ニ ッ ト と の 間 に 接 続

さ れ る ス イ ッ チ ユ ニ ッ ト を さ ら に 含 み 、

前 記 マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ は 再 生 待 ち の 情 報

が 音 声 情 報 で あ る こ と を 検 出 し た 場 合 デ ィ ス

プ レ イ へ の 電 源 供 給 を 遮 断 し 、

前 記 マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ は 、 予 め 記 憶 さ れ

て い る ユ ー ザ の 習 慣 情 報 に 従 っ て 、 音 声 再

生 の 音 量 を 自 動 的 に 調 整 す る 調 整 ユ ニ ッ ト

を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 電 子 装 置 。

明 細 書 に は 、 従 来 技 術 に お け る 携 帯 電 話

等 の 電 子 装 置 に は 、 デ ィ ス プ レ イ と ス ピ ー

カ ー が 両 方 と も に 動 作 す る 時 の 電 力 消 費 が

比 較 的 大 き い の で 、 バ ッ テ リ ー の 使 用 時 間

が 比 較 的 短 い と い う 問 題 が 生 じ る と い う こ と

が 記 載 さ れ て い る 。 本 発 明 の 目 的 は 、 上 記

課 題 を 解 決 し 、 デ ィ ス プ レ イ で 消 費 さ れ る 電

力 を 節 約 し 、 バ ッ テ リ ー の 持 続 時 間 を 延 長 し 、

バ ッ テ リ ー の 持 続 時 間 の 長 い 電 子 装 置 を 実

現 す る こ と で あ る現 す る こ と で あ る 。

【 分 析 】

本 明 細 書 の 具 体 的 な 実 施 形 態 に 記 載 さ れ

た 内 容 か ら 分 か る よ う に 、 デ ィ ス プ レ イ で 消

費 さ れ る 電 力 の 節 約 は 、 マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ

が 再 生 待 ち 情 報 の 種 類 を 判 断 し て 、 デ ィ ス

プ レ イ の 電 源 供 給 を 選 択 的 に オ フ に す る こイ 電 源 供 給 を 選 択 的 オ す る

と に よ っ て 達 成 さ れ る も の で あ る 。

前 記 請 求 項 の 特 徴 を 具 体 的 に 分 析 す る ：

特 徴 1 ： デ ィ ス プ レ イ 、 電 源 ユ ニ ッ ト 、 再 生

待 ち の 音 声 ・ 映 像 情 報 を 処 理 す る た め の マ 7
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イ ク ロ プ ロ セ ッ サ を 含 む 電 子 装 置 で あ る 。

こ の 特 徴 1 は プ リ ア ン ブ ル 部 分 の 特 徴 で あ

り 、 電 子 装 置 の 主 な 構 成 部 分 も マ イ ク ロ プ ロ

セ ッ サ の 役 割 も 限 定 し て い る 。 本 発 明 は 、

デ ィ ス プ レ イ の 消 費 電 力 を 節 約 す る こ と に

よ っ て 目 的 を 達 成 し 、 電 源 ユ ニ ッ ト は デ ィ ス プよ 目 的 を 達 成 し 、 電 源 ッ は デ ィ

レ イ に 電 力 を 供 給 す る た め に 使 用 さ れ 、 「 再

生 待 ち の 音 声 ・ 映 像 情 報 を 処 理 す る 」 と い う

マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ の 役 割 は 、 後 に デ ィ ス プ

レ イ の 電 源 供 給 を 遮 断 す る タ イ ミ ン グ に 関 係

す る 。 し た が っ て 、 特 徴 1 は 、 本 発 明 の 技 術

方 案 と 密 接 に 関 連 す る 必 須 な 技 術 的 特 徴 な

の で 、 留 保 さ れ る べ き で あ る 。

特 徴 2 ： 電 子 装 置 は 、 デ ィ ス プ レ イ と 電 源 ユ

ニ ッ ト と の 間 に 接 続 さ れ る ス イ ッ チ ユ ニ ッ ト を

さ ら に 含 み 、 前 記 マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ は 再 生

待 ち の 情 報 が 音 声 情 報 で あ る こ と を 検 出 し た

場 合 デ ィ ス プ レ イ へ の 電 源 供 給 を 遮 断 す る 。

こ こ で ス イ チ ユ ニ ト 及 び ス イ チ ユこ こ で 、 ス イ ッ チ ユ ニ ッ ト 及 び ス イ ッ チ ユ

ニ ッ ト の 位 置 は デ ィ ス プ レ イ へ の 電 源 供 給 に

関 係 し て お り 、 映 像 情 報 を 再 生 す る 必 要 が な

い 場 合 に は デ ィ ス プ レ イ へ の 電 源 供 給 を 遮

断 す れ ば 、 当 然 デ ィ ス プ レ イ の 消 費 電 力 が 節

約 で き る 。 し た が っ て 、 こ の 特 徴 2 も 必 須 な 技

術 的 特 徴 な の で 、 留 保 さ れ る べ き で あ る 。徴 、 留 あ

特 徴 3 ： 前 記 マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ は 、 予 め 記

憶 さ れ て い る ユ ー ザ の 習 慣 情 報 に 従 っ て 、 音

声 再 生 の 音 量 を 自 動 的 に 調 整 す る 調 整 ユ

ニ ッ ト を さ ら に 含 む 。 ユ ー ザ の 習 慣 情 報 に 基

づ い て 再 生 音 楽 の 音 量 を 自 動 的 に 調 整 す る

こ と は 、 よ り 良 い 効 果 音 を 提 供 し 、 ユ ー ザ の
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需 要 を 満 た す こ と が で き る が 、 そ れ は 消 費 電

力 を 節 約 す る た め に 欠 か せ な い 技 術 的 特 徴

で は な く 、 必 須 で は な い 技 術 的 特 徴 に 属 し 、

独 立 請 求 項 に 記 載 す べ き で は な い の で 、 草
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稿 と な っ て い る 独 立 請 求 項 か ら 特 徴 3 を 削 除

す る 必 要 が あ る 。

よ っ て 、 削 除 後 の 独 立 請 求 項 は 次 の 通 り

で あ る ：

デ ィ ス プ レ イ 、 電 源 ユ ニ ッ ト 、 再 生 待 ち の

音 声 ・ 映 像 情 報 を 処 理 す る た め の マ イ ク ロ プ

ロ セ ッ サ を 含 む 電 子 装 置 で あ っ て 、

デ ィ ス プ レ イ と 電 源 ユ ニ ッ ト と の 間 に 接 続

さ れ る ス イ ッ チ ユ ニ ッ ト を さ ら に 含 み 、

前 記 マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ は 再 生 待 ち の 情 報

が 音 声 情 報 で あ る こ と を 検 出 し た 場 合 に デ ィ

ス プ レ イ へ の 電 源 供 給 を 遮 断 す る こ と を 特

徴 と す る 電 子 装 置 。

最 後 に こ の 独 立 請 求 項 を ま と め る と 、 デ ィ

ス プ レ イ と 電 源 ユ ニ ッ ト と の 間 に 接 続 さ れ た

ス イ ッ チ ユ ニ ッ ト で デ ィ ス プ レ イ へ の 電 源 供

給 を 制 御 す る こ と に よ り 、 マ イ ク ロ プ ロ セ ッ

サ が 再 生 待 ち の 情 報 が 音 声 情 報 で あ る こ と

を 検 出 し た 場 合 に イ チ ト を オ にを 検 出 し た 場 合 に ス イ ッ チ ユ ニ ッ ト を オ フ に

す る こ と で デ ィ ス プ レ イ へ の 電 源 供 給 を 遮 断

に す る こ と が で き 、 デ ィ ス プ レ イ の 消 費 電 力

を 節 約 し 、 電 池 の 寿 命 を 延 ば す こ と に な る 。

前 記 補 正 後 の 独 立 請 求 項 に は 、 技 術 的 問

題 を 解 決 す る た め に 必 須 な 技 術 的 特 徴 が 記

載 さ れ て い る と 言 え る 。載 さ れ て い る と 言 え る 。

（ 三 ） 従 属 請 求 項 作 成 の ポ イ ン ト

従 属 請 求 項 の 重 要 な 役 割 の 1 つ は 、 合 理

的 な 中 位 概 念 を 用 い て 独 立 請 求 項 に 係 わ る

広 範 な 上 位 概 念 を 具 体 的 な 実 施 例 と 結 び つ

け る こ と で あ る 。 従 属 請 求 項 に 限 定 さ れ る 保

護 範 囲 を 合 理 的 に 配 置 す る に は 、 2 つ の 面

か ら 考 慮 す る 必 要 が あ る 。 一 つ は 、 技 術 的

特 徴 の 概 括 を 上 位 か ら 具 体 化 へ と 段 階 的 に

進 め る 。 も う 一 つ は 、 従 属 請 求 項 の 引 用 関

係 を 、 前 の 階 層 か ら 次 の 階 層 へ と 、 段 階 的 8
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に 引 用 す る 。

具 体 的 に は 、 専 利 出 願 の 実 体 審 査 手 続 及

び 後 続 の 発 生 し う る 専 利 権 無 効 審 判 手 続 を

考 慮 し て 、 補 正 の 余 地 を 増 や す た め に 、 各

階 層 の 従 属 請 求 項 の 保 護 範 囲 を 段 階 的 に

縮 小 し 、 技 術 的 特 徴 を 上 位 か ら 下 位 へ 、 一

般 か ら 特 殊 へ と 段 階 的 に 、 順 次 展 開 し て い く

べ き で あ る 。 ま た 、 請 求 項 を 複 数 の 階 層 に し 、

下 階 層 の 請 求 項 が 上 階 層 の 請 求 項 を 引 用

す る よ う に 設 定 し 、 さ ら に 、 同 階 層 の 請 求 項

に 並 列 の 請 求 項 を 複 数 設 定 す る こ と が で き

る 。 最 後 に 、 最 下 階 層 の 従 属 請 求 項 の み が 、

具 体 的 な 付 加 技 術 的 特 徴 に 関 わ る具 体 的 な 付 加 技 術 的 特 徴 に 関 わ る 。

（ 四 ） 明 細 書 の 十 分 な 公 開 示

『 専 利 法 』 第 2 6 条 第 3 項 は 、 明 細 書 で は

発 明 又 は 実 用 新 案 に 対 し 、 そ の 所 属 技 術 分

野 の 技 術 者 が 実 施 可 能 で あ る こ と を 基 準 と

し 明 確 か つ 完 全 な 説 明 を 行 う べ き で あ る と

規 定 し て い る規 定 し て い る 。

「 明 細 書 の 開 示 不 十 分 」 は 、 明 細 書 の 作 成

時 に 特 に 注 意 が 必 要 な 点 で あ る 。 例 え ば 、

下 記 の よ う な 記 載 は い ず れ も 「 明 細 書 の 開

示 不 十 分 」 を 招 く 。

● 明 細 書 に 記 載 の 発 明 の 技 術 内 容 が あ い

ま い で あ る か 、 あ る い は 、 技 術 的 課 題 を 解ま い で あ る か 、 あ る い は 、 技 術 的 課 題 を 解

決 し て 技 術 的 効 果 を 達 成 す る た め の 技 術 的

手 段 を 与 え て い な い 。

● 明 細 書 に 記 載 の 発 明 の 技 術 的 手 段 が あ

い ま い で あ る か 、 あ る い は 、 発 明 が 解 決 し よ

う と す る 技 術 的 問 題 を 解 決 で き な い 。

● 引 用 形 式 に よ り 開 示 不 十 分 で あ る 。
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● 発 明 の 重 要 な 技 術 内 容 を 示 し た 明 細 書 の

添 付 図 面 が 不 明 瞭 ま た は 不 完 全 で あ る 。

周 知 の よ う に 、 中 国 の 実 務 で は 、 「 補 正
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が 範 囲 を 超 え て い る 」 こ と に 対 す る 審 査 官 の

判 定 は 非 常 に 厳 し い 。 例 え ば 、 出 願 書 類 が

「 明 細 書 の 開 示 が 不 十 分 」 と 指 摘 さ れ る と 、

当 該 欠 陥 に 対 す る 補 正 は 多 く の 場 合 、 「 補

正 が 範 囲 を 超 え て い る 」 と 判 定 さ れ 、 許 さ れ

な い 。 し た が っ て 、 明 細 書 の 作 成 時 に 「 明 細

書 の 開 示 不 十 分 」 を で き る だ け 避 け る 必 要

が あ る 。 「 明 細 書 の 開 示 不 十 分 」 に 係 る 事 例

を 下 記 の と お り 説 明 す る 。

事 例 1 ：

特 許 請 求 の 範 囲 に お い て 保 護 を 求 め る 発

明 は 、 交 流 電 源 を 利 用 し た シ ガ ー ラ イ タ ー で

あ 交 流 を 直 流 変 換 す な く 交 流あ り 、 交 流 を 直 流 に 変 換 す る こ と な く 、 交 流

を 直 接 利 用 し て シ ガ ー ラ イ タ ー を 駆 動 す る 。

明 細 書 に は 、 こ の シ ガ ー ラ イ タ ー は 交 流 電

源 が 使 用 で き る と い う こ と だ け が 記 載 さ れ 、

そ の 具 体 的 な 構 造 に つ い て は 記 載 さ れ て い

な い 。

【 分 析 】【 分 析 】

従 来 技 術 に お け る シ ガ ー ラ イ タ ー は 、 い ず

れ も 直 流 電 源 を 用 い て 駆 動 さ れ て い た が 、

本 発 明 の 改 良 点 は 、 こ の シ ガ ー ラ イ タ ー が

交 流 駆 動 に よ る タ バ コ の 着 火 を 実 現 で き る

こ と に あ る と 指 摘 さ れ て い る 。 明 細 書 で は 、

こ の シ ガ ー ラ イ タ ー が 交 流 電 源 を 利 用 し て

着 火 を 駆 動 す る こ と に つ い て 1 つ の 構 想 し か

示 さ ず 、 こ の シ ガ ー ラ イ タ ー の 改 良 点 に 至 っ

て は 、 そ の 具 体 的 な 構 造 が 与 え ら れ て い な

い た め 、 当 業 者 は 明 細 書 に 記 載 の 内 容 に

従 っ て 、 本 発 明 の シ ガ ー ラ イ タ ー が ど の よ う

に 交 流 電 源 で 駆 動 さ れ る か を 知 る こ と が で

き な よ 本 願 明 細 書 は 本 発 明き な い 。 よ っ て 、 本 願 の 明 細 書 は 本 発 明 に

つ い て 明 確 か つ 完 全 に 説 明 す る こ と が で き

ず 、 当 業 者 は 明 細 書 の 記 載 に 従 っ て 本 発 明

を 実 施 す る こ と が で き な い 。
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事 例 2 ：

特 許 請 求 の 範 囲 に お い て 保 護 を 請 求 す る

発 明 は 機 械 鍛 造 プ レ ス 設 備 で あ り 、 明 細 書

で 提 起 さ れ た 技 術 的 課 題 を 解 決 す る た め に 、

こ の 機 械 鍛 造 プ レ ス 設 備 に 特 殊 鋼 製 の 部 品

を 組 み 込 ん で い る 。 本 明 細 書 で は 、 機 械 設

備 の 構 造 に つ い て 詳 し く 説 明 さ れ て い る が 、

本 発 明 の 実 施 に 重 要 な 役 割 を 果 た す 特 殊 鋼

の 組 成 は 開 示 さ れ て い な い 。

【 分 析 】

こ の 事 例 で 、 出 願 人 は 「 技 術 秘 密 」 の 保 護

を 考 慮 し て 、 本 発 明 の 重 要 な 技 術 的 特 徴 で

あ る 「 特 殊 鋼 の 組 成 」 を 公 開 し て い な い の で 、

明 細 書 に は 曖 昧 で 不 明 確 な 技 術 的 手 段 し か

示 さ れ て お ら ず 、 明 細 書 に 記 載 さ れ た 内 容

に 基 づ い て 当 業 者 が 本 発 明 の 技 術 方 案 を

実 施 で き な い た め 、 明 細 書 の 公 開 が 不 十 分

に な る 。

ま た 発 明 が 十 分 に 開 示 さ れ て い る か 否ま た 、 発 明 が 十 分 に 開 示 さ れ て い る か 否

か の 判 断 に お い て 、 背 景 技 術 が 重 要 な 要 素

と な る 場 合 も あ る と 筆 者 は 考 え て い る 。 発 明

は 常 に 一 定 の 先 行 技 術 に 基 づ い て 行 わ れ る

も の で あ り 、 出 願 人 は 通 常 、 明 細 書 に お い

て 関 連 す る 全 て の 先 行 技 術 を 詳 細 に 説 明 す

る こ と が で き な い 。 し た が っ て 、 関 連 先 行 技

術 に 対 す る 出 願 人 の 理 解 度 が 当 業 者 よ り は

る か に 高 い 場 合 に は 、 関 連 先 行 技 術 の 説 明

及 び 引 用 を 無 視 し た せ い で 、 「 公 開 が 不 十

分 」 に な る 可 能 性 が あ る 。 発 明 の 技 術 方 案

と 密 接 に 関 連 し 、 か つ 発 明 の 内 容 の 十 分 な

開 示 に 影 響 を 与 え る 可 能 性 の あ る 背 景 文 献

を 背 景 技 術 加 え る な ど 出 願 人 が 背
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を 背 景 技 術 に 加 え る な ど し て 、 出 願 人 が 背

景 技 術 を 十 分 に 利 用 す れ ば 、 こ の 問 題 を 避

け る こ と が で き る 。

以 上 、 筆 者 は 、 検 索 の 重 要 性 、 独 立 請 求
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項 に 技 術 的 課 題 を 解 決 す る た め に 必 須 な 技

術 的 特 徴 だ け を 記 載 す べ き こ と 、 従 属 請 求

項 の 作 成 ポ イ ン ト 及 び 明 細 書 の 十 分 な 開 示

と い う 4 つ の 面 か ら 特 許 出 願 書 類 の 作 成 を

検 討 し た 。

参 考 資 料 ：

● 『 中 華 人 民 共 和 国 特 許 法 』

● 『 特 許 法 実 施 細 則 』

● 『 特 許 審 査 指 南 2 0 1 0 』

● 『 専 利 出 願 代 理 実 務 - 電 子 単 位 帳 』 李 超 編 集 長● 『 専 利 出 願 代 理 実 務 電 子 単 位 帳 』 李 超 編 集 長

● 『 質 の 高 い 特 許 出 願 書 類 - 2 0 1 3 年 特 許 審 査 及 び

特 許 代 理 学 術 シ ン ポ ジ ウ ム 優 秀 論 文 集 』 中 華 全 国 特

許 代 理 人 協 会 編

筆 者 プ ロ フ ィ ー ル

劉 照 紅 弁 理 士 は 2 0 0 2 年 に 曲 阜 師 範 大 学 物 理 工 程

学 院 を 卒 業 し 、 学 士 学 位 を 取 得 し ま し た 。 2 0 0 7 年 に 、

南 開 大 学 物 理 学 院 を 卒 業 し 、 博 士 学 位 を 取 得 し ま し

た 。 2 0 1 4 年 、 北 京 パ ナ ウ ェ ル 特 許 事 務 所 に 入 所 し て 、

主 に 光 電 技 術 物 理 電 子 学 通 信 等 の 分 野 に お け主 に 光 電 技 術 、 物 理 電 子 工 学 、 通 信 等 の 分 野 に お け

る 特 許 出 願 書 類 の 作 成 、 審 査 意 見 通 知 書 へ の 応 答 、

拒 絶 査 定 不 服 審 判 、 特 許 の 分 析 と 検 索 、 及 び コ ン サ

ル テ ィ ン グ な ど 業 務 に 従 事 し て い ま す 。
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典型案例紹介

ソフトウェア権利侵害の認定

【 ソ フ ト ウ ェ ア 権 利 侵 害 事 件 に お け る ソ ー ス

コ ー ド 比 較 の 問 題 に つ い て 】

（ 2 0 1 8 ） 京 7 3 民 初 6 6 1 号

発 効 日 ： 2 0 2 1 年 9 月 2 3 日 、 二 審 を 経 て 発 効

【 事 件 の 概 要 】

シ ノ グ リ ッ ド 社 （ S i n o G r i d 社 ） は 、

「 W i s e G r i d 慧 敏 ア プ リ ケ ー シ ョ ン デ リ バ リ ー

ゲ ー ト ウ ェ イ シ ス テ ム v 4 . 1 」 と 題 す る ソ フ ト

ウ ェ ア の 著 作 権 者 で す 。 シ ノ グ リ ッ ド 社 は 、

智 恒 網 安 社 が 許 諾 を 得 ず に 、 シ ノ グ リ ッ ド 社

の 退 職 者 で あ る 範 氏 を 利 用 し て 、 権 利 ソ フ ト

ウ ェ ア を 取 得 し 、 自 社 が 生 産 、 販 売 す る 「 智

恒 G a l a x y A D C ア プ リ ケ ー シ ョ ン デ リ バ リ ー

制 御 シ ス テ ム v 5 . 0 」 製 品 に 使 用 し た と 主 張 し

た 。 シ ノ グ リ ッ ド 社 に よ る と 、 公 証 証 書 に 記

載 の よ う に 智 恒 網 安 社 の 生 産 販 売 す る載 の よ う に 、 智 恒 網 安 社 の 生 産 、 販 売 す る

「 智 恒 G a l a x y A D C ア プ リ ケ ー シ ョ ン デ リ バ

リ ー 制 御 シ ス テ ム V 5 . 0 」 製 品 に 組 み 込 ま れ

た ソ フ ト ウ ェ ア は 、 シ ノ グ リ ッ ド 社 が 著 作 権 を

有 す る W i s e G r i d ア プ リ ケ ー シ ョ ン デ リ バ

リ ー ゲ ー ト ウ ェ イ シ ス テ ム V 4 . 1 ソ フ ト ウ ェ ア

と 実 質 的 に 類 似 し て お り 、 智 恒 網 安 社 は 中

途 採 用 で 入 社 し た 社 員 に よ り シ ノ グ リ ッ ド 社

の 上 記 ソ フ ト ウ ェ ア に 接 触 し た 可 能 性 が あ る 。

智 恒 網 安 社 が 本 件 に お い て 提 出 し た ソ ー ス

コ ー ド と 被 疑 製 品 の 中 で 動 作 し て い る 被 疑 ソ

フ ト ウ ェ ア と の 類 似 度 は 5 0 % で あ り 、 技 術 調

査 官 は 双 方 当 事 者 が 提 出 し た ソ ー ス コ ー ド

較に 対 し 類 似 性 比 較 を 行 っ て い な い 。

裁 判 結 果 ：

第 一 審 の 判 決 ： 智 恒 網 安 社 は 侵 害 を 停 止 し 、

シ ノ グ リ ッ ド 社 に 謝 罪 し 、 シ ノ グ リ ッ ド 社 に 経
1
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済 的 損 失 及 び 合 理 的 支 出 計 5 0 万 元 を 賠 償

す る 。

第 二 審 の 判 決 ： 上 訴 棄 却 、 第 一 審 判 決 を 維

持 。

裁 判 の 根 拠 は 、 『 中 華 人 民 共 和 国 著 作 権

法 』 第 四 十 八 条 第 （ 一 ） 号 、 第 四 十 九 条 、 『 コ

ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア 保 護 条 例 』 第 八 条 第

一 項 第 （ 二 ） 号 、 第 （ 三 ） 号 、 第 （ 四 ） 号 、 第

（ 五 ） 号 、 第 九 条 、 第 二 十 三 条 第 （ 二 ） 号 、 第

（ 四 ） 号 、 第 （ 五 ） 号 、 第 二 十 四 条 第 一 項 第

（ 一 ） 号 、 第 （ 二 ） 号 。

【 判 決 要 旨 】【 判 決 要 旨 】

ソ フ ト ウ ェ ア 著 作 権 侵 害 紛 争 に お い て 、

ソ ー ス コ ー ド の 比 較 は 、 被 疑 ソ フ ト ウ ェ ア が

権 利 ソ フ ト ウ ェ ア の 著 作 権 を 侵 害 し て い る か

否 か を 判 断 す る 必 須 の 要 件 及 び 必 須 の 段

階 で は な く 、 ソ フ ト ウ ェ ア 著 作 権 の 侵 害 判 断

は 、 依 然 と し て 接 触 可 能 性 に 加 え 、 実 質 的

類 似 性 の 有 無 と い う 侵 害 判 断 基 準 に 従 わ な

け れ ば な ら な い 。 権 利 者 が 被 疑 ソ フ ト ウ ェ ア

に 権 利 ソ フ ト ウ ェ ア と 同 一 の 自 主 命 名 情 報 、

設 計 上 の 欠 陥 、 冗 長 設 計 等 の 特 有 情 報 が

存 在 す る こ と を 立 証 し た 場 合 に は 、 権 利 者

が 初 歩 的 な 立 証 責 任 を 行 っ た と み な さ れ る 。

時 点 立 証 責 任 は 被 疑 侵 害 者 側 に 移こ の 時 点 で 、 立 証 責 任 は 被 疑 侵 害 者 側 に 移

る 。 被 疑 侵 害 者 側 は 権 利 侵 害 行 為 が 実 施 さ

れ て い な い こ と を 証 明 す る た め に 反 証 を 提

供 し な け れ ば な ら な い 。 権 利 者 が 提 出 し た

証 拠 が 権 利 侵 害 の 成 立 を 初 歩 的 に 証 明 で き 、

被 疑 侵 害 者 が 反 証 を 提 出 し て い な い 場 合 、

又 は 提 出 し た 反 証 が 権 利 侵 害 の 認 定 を 覆 す又 は 提 出 し た 反 証 が 権 利 侵 害 の 認 定 を 覆 す

の に 十 分 で な い 場 合 、 被 疑 侵 害 者 は 相 応 の

権 利 侵 害 責 任 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。

情 報 元 ： 北 京 知 識 産 権 法 院
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海外企業が英語/ラテ ン語によ
る 文 字 商 標 の 中 国 語 バ ー ジ ョ
ン を 登 録 す る 理 由 及 び 中 国 語
商標の付け方について

外 国 企 業 が 中 国 で 事 業 を 展 開 し 、 特 に 中

国 市 場 で 製 品 や サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と を

計 画 し て い る 場 合 に は 、 英 語 / ラ テ ン 語 又 は

他 の 言 語 （ 以 下 、 非 中 国 語 と 称 す る ） に よ る

文 字 商 標 の 対 応 す る 中 国 語 バ ー ジ ョ ン を 中

国 国 家 知 識 産 権 局 に 出 願 登 録 す る こ と を 薦

め るめ る 。

こ れ ま で の と こ ろ 、 外 国 企 業 の 多 く は 、 抜 け

駆 け 出 願 を 防 ぐ た め に 非 中 国 語 に よ る 文 字

商 標 を 中 国 で 事 前 に 登 録 す る 重 要 性 を 認 識

し て い た が 、 対 応 す る 中 国 語 商 標 の 保 護 を

無 視 し て い る 海 外 企 業 が 多 い の で 、 こ れ ら

の 企 業 に 危 険 が 生 じ て い る 。 下 記 は 非 中 国企 業 危 険 じ る 。 下 記 は 非 中 国

語 に よ る 文 字 商 標 を 中 国 語 で 登 録 す る 理 由

で あ る ：

1 . 中 国 語 に よ る 商 標 は 、 中 国 の 消 費 者 が

識 別 し 、 記 憶 し や い の で 、 商 標 を 中 国 の 消

費 者 に 宣 伝 す る の に 役 に 立 つ 。

2 . 非 中 国 語 に よ る 文 字 商 標 の 対 応 す る 中

国 語 商 標 を 事 前 に 登 録 出 願 す る こ と に よ っ

て 、 悪 意 の あ る 抜 け 駆 け 出 願 者 が 先 に 登 録

出 願 又 は 模 倣 し て 、 誤 認 ・ 混 同 を 利 用 し 利

益 を 得 る こ と を 防 止 す る こ と が で き る 。

3 . 中 国 語 商 標 に よ り 悪 影 響 の あ る ニ ッ ク

ネ ー ム を 避 け る こ と が で き る 。

実 際 に は 、 中 国 人 が 読 み に く い 非 中 国 語

に よ る ブ ラ ン ド が 中 国 市 場 で 消 費 者 に 広 く 受

け 入 れ ら れ れ ば 、 そ の 読 み 方 や 構 成 に 応 じ

て 、 大 衆 は ブ ラ ン ド を よ り よ く 記 憶 す る た め
1
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に 、 そ の 発 音 や 構 成 に 基 づ い て 「 ニ ッ ク ネ ー

ム 」 を 自 発 的 に つ け て い る 。 し か し 、 こ の よ う

な 「 ニ ッ ク ネ ー ム 」 に は 否 定 的 な 意 味 が あ っ

た り 、 か ら か い や 冗 談 の 要 素 が あ っ た り し て 、

ブ ラ ン ド の 毀 損 に つ な が る 可 能 性 が あ る 。

こ れ ま で の 事 例 の 中 に は 、 中 国 の 消 費 者

の つ け た ニ ッ ク ネ ー ム が 、 元 の 非 中 国 語 に

よ る オ リ ジ ナ ル ブ ラ ン ド よ り も 人 気 が 出 る 可

能 性 も あ る こ と が 示 唆 さ れ て い る 。 抜 け 駆 け

出 願 人 は そ こ に 、 中 国 語 の 商 標 登 録 を 先 制

し て 行 う メ リ ッ ト を 見 出 し た 。 こ の よ う な 駆 け

抜 け 出 願 に よ て 消 費 者 が 商 品 の 出 所 を抜 け 出 願 に よ っ て 、 消 費 者 が 商 品 の 出 所 を

混 同 し た り 、 中 国 語 の ニ ッ ク ネ ー ム を 使 用 し

て 模 倣 品 を 生 産 し た り 、 中 国 市 場 に お け る

非 中 国 語 に よ る オ リ ジ ナ ル ブ ラ ン ド の 使 用

や 普 及 に 、 不 要 な ト ラ ブ ル を 招 く お そ れ が あ

る 。 例 と し て は 、 G o o g l e v . s . 谷 歌 、 M a m m a

M i a ! v . s . 媽 媽 咪 呀 、 J o r d a n v . s . 喬 丹 な媽 媽 咪 呀 、 喬 丹

ど が 挙 げ ら れ る 。 こ の よ う な 事 例 で 、 真 の ブ

ラ ン ド 所 有 者 は 権 利 を 守 る た め に 多 く の お

金 と 時 間 を 投 じ な け れ ば な ら な か っ た 。

次 に 、 非 中 国 語 に よ る 文 字 商 標 を ど の よ う

に 適 切 な 中 国 語 に 訳 す か に つ い て 、 説 明 す

る 。 通 常 、 翻 訳 、 音 訳 又 は 翻 訳 と 音 訳 と の 組

み 合 せ と い う 3 つ の 選 択 肢 が あ る 。 理 想 的 な

訳 し 方 は 、 次 の 例 に 示 す よ う に 、 翻 訳 / 音 訳

を ピ ジ テ ィ ブ で 魅 力 的 な も の に す る と 同 時 に 、

非 中 国 語 文 字 と 強 力 な 関 係 を 維 持 す る こ と

で あ る ：

1 . 音 訳 ： 拉 菲 ( L A F I T E ) 、 迪 士 尼

( D i ) 西 門 子 ( S i ) 福 特 ( F d )
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( D i s n e y ) 、 西 門 子 ( S i e m e n s ) 、 福 特 ( F o r d ) 、

亜 馬 遜 ( A m a z o n ) 、 奥 迪 ( A u d i ) 、 耐 克

( N I K E ) 、 阿 迪 達 斯 ( A d i d a s ) 、 谷 歌

( G o o g l e ) .
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2 ． 翻 訳 ： 歩 行 者 ( W A L K M A N ) 、 空 客

( A i r b u s ) 、 臉 書 ( F a c e b o o k ) 、 殻 牌

( S h e l l ) 、 通 用 ( G e n e r a l E l e c t r i c ) 、 大

衆 ( V o l k s w a g e n ) 、 微 軟 ( M i c r o s o f t ) 、

軟 銀 ( S o f t b a n k ) .

3 ． 翻 訳 と 音 訳 と の 組 み 合 せ ： 可 口 可 楽

( C o c a C o l a ) 、 宜 家 ( I K E A ) 、 宝 馬 ( B M W ) ,

奔 馳 ( M e r c e d e s - B e n z ) 、 保 時 捷

( P o r s c h e ) 、 露 華 濃 ( R E V L O N ) 、 愛 馬 仕

( H e r m è s ) 、 家 楽 福 ( C a r r e f o u r ) 、 領 英

( L i n k e d I n ) 、 聯 合 利 華 ( U n i l e v e r ) 、 達 美

航 空 ( D e l t a ) 百 安 居 ( B & Q ) 賽 百 味航 空 ( D e l t a ) 、 百 安 居 ( B & Q ) 、 賽 百 味

( S u b w a y ) .

最 後 に 、 中 国 、 台 湾 に 加 え て 、 香 港 、 マ カ

オ に お い て も 、 英 語 や ポ ル ト ガ ル 語 が 公 用

語 で あ る も の の 、 実 際 に は 中 国 語 の 方 が 多

く 使 用 さ れ て お り 、 ま た 、 こ れ ら の 地 域 で の

人 的 往 来 や 企 業 間 の 交 流 も 非 常 に 頻 繁 で あ

る こ と か ら 、 中 国 語 商 標 の 登 録 出 願 を 薦 め

る 。
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